
 

 

 企画業務型裁量労働制とは，賃金，労働時間その他の当該事業場における労働条

件に関する事項を調査審議し，事業主に対し当該事項について意見を述べることを

目的とする労使委員会が設置された事業場において，当該労使委員会がその委員の

５分の４以上の多数による議決により，事業の運営に関する事項についての企画，

立案，調査及び分析の業務であって，当該業務の性質上これを適切に遂行するには

その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要がある

ため，当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示を

しないこととする業務（対象業務），対象業務を適切に遂行するための知識，経験等

を有する労働者であって，当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労

働したものとみなされることとなるもの（対象労働者）の範囲等，労基法３８条の

４第１項に掲げる事項に関する決議をし，かつ，使用者が当該決議を労働基準監督

署長に届け出た場合に，対象労働者を当該事業場における対象業務に就かせたとき

は，実労働時間と関係なく，決議で定められた時間労働したものとみなす制度です

（労基法３８条の４）。 

 使用者は労働者の労働時間を把握し，把握した時間に応じて算定した賃金を支払

う義務を負うのが原則ですが，企画業務型裁量労働制の適用により，労働時間把握

義務を免除されることになります（平成１３年４月６日基発３３９号）。 

 本制度は，みなし労働時間の決定を労使自治に委ねるものである以上，企画業務

型裁量労働制の適用要件を充足する限り，みなし労働時間と実労働時間が乖離して

いる場合であっても，みなし労働時間労働したものとみなされることになります。 

 本制度は，労働時間をみなす制度であり，労働時間に関する労基法の規制の適用

を除外する制度ではありませんので，休憩（労基法３４条），休日（同法３５条），

時間外及び休日の労働（同法３６条），時間外，休日及び深夜の割増賃金（同法３７

条）などの規定は原則どおり適用されます。 

 したがって，みなし時間が法定労働時間（労基法３２条）を超える場合や法定休

Ｑ685．企画業務型裁量労働制の概要を教えてください。 



 

日に労働させる場合には時間外・休日労働に関する労使協定の締結・届出（同法３

６条）や時間外・休日割増賃金（残業代）の支払（同法３７条１項）が必要となり

ますし，深夜（２２時～５時）に労働させた場合には，深夜割増賃金の支払（同法

３７条４項）が必要となります。 

弁護士法人四谷麹町法律事務所 

勤務弁護士作成 

 


